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第１節 計画策定の趣旨 

 我が国においては、人口減少や少子高齢化による人口構造の変化、価値観の多様化やライ

フスタイルの変化によるコミュニティの希薄化等、社会環境が大きく変化してきています。 

 こうした様々な社会情勢の変化に対応していくためには、市民をはじめ事業者や各種団体

等、より多くの主体の参画と協働により、ともに様々な社会の課題を克服していくことが重

要となってきます。 

本市においてはこれまでも、佐野市市民活動推進条例の制定、第２次佐野市総合計画基本

構想において「市民参加による自立したまちづくり」を基本目標とし、市民参画・協働の観

点に基づいた取組を推進してきました。 

そして、市民活動の推進に関する施策を実施するため、個別計画を策定し市民活動の推進

を図ってまいりました。 

 このようなまちづくりの基本となる市民参画・協働の理念は、令和８年度からはじまる、

第２次佐野市総合計画基本構想・後期基本計画においても引き継がれていきます。 

 この度、本市におけるまちづくりの方向性や佐野市市民活動推進条例の基本理念やSDGsの

推進を踏まえ、また、市民、市民活動団体等を取り巻く情勢の変化と新たなニーズに対応する

ため、「佐野市市民活動推進計画（第５期）」を策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第1章 計画の策定にあたって 
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第２節 計画の位置付け 

本計画は、協働による自治の推進の必要性を定めた佐野市自治基本条例を踏まえ、佐野市

市民活動推進条例や佐野市災害ボランティア活動推進条例に基づき、市民活動の推進に関す

る施策を総合的に策定し実施するための目標や取組をまとめたものです。 

また、上位計画である第２次佐野市総合計画基本構想・後期基本計画の部門計画として位

置付けられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐野市自治基本条例 

・佐野市市民活動推進条例 

・佐野市災害ボランティア活動 

 推進条例 

第２次佐野市総合計画基本構想・ 

後期基本計画 

佐野市市民活動推進計画（第５期） 
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第３節 計画期間 

本計画の計画期間は、令和８（2026）年度から令和11（2029）年度までの４年間とし

ます。 

第２次佐野市総合計画基本構想・後期基本計画と佐野市市民活動推進計画（第５

期）の関連性 

佐野市市民活動推進計画（第５期）は、第２次佐野市総合計画基本構想・後期基本計画

の基本目標７「市民参加による自立したまちづくり」を推進するために基本目標や推進施

策を定めたものです。 

また、平成27（2015）年に「SDGs（持続可能な開発目標）(※)」が国連サミットで

採択され、第２次佐野市総合計画基本構想・後期基本計画の各分野における施策の推進に

あたり、その理念を念頭において取り組んでいくことから、本計画においても関連する目

標を念頭に取組を進めていきます。 

(※) SDGｓ：持続可能な開発のための2030アジェンダに記載された2016年から2030

年までの国際目標。本計画に関連するSDGs[11住み続けられるまちづくりを・17パート

ナーシップで目標を達成しよう]                 

                          

     

         

 

〇第2次佐野市総合計画基本構想及び佐野市市民活動推進計画の構成と期間 
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前期基本計画 中期基本計画 後期基本計画 
 
 

            

   ※実施計画については、毎年、年度別計画を更新するローリング方式により進行管理を行います。 

 

第３期 

2019～2021年度 
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次

佐

野

市

総

合

計

画 

市民活動 

推進計画 

実施計画 
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第１節 市民活動・市民協働の理念 

本市では、平成19（2007）年12月に佐野市市民活動推進条例を制定し、市が目指すまち

づくりの中で市民活動・市民協働が果たす意義を明らかにしています。 

第３条に、基本理念を示し、この理念に基づき市民活動・市民協働を推進します。 

 

（基本理念） 

第３条 市民、市民活動団体、事業者及び市は、相互に理解を深め、対等な立場で協働する

ことにより市民活動を推進するものとする。 

２ 市民活動の推進に当たっては、市民活動の自主性及び自立性が尊重されなければならな

い。 

 

第２節 用語の定義 

市民活動 

営利を目的とせず、不特定多数の者の利益の増進に寄与することを目的として自主的

に行うもので、次のいずれにも該当しないものをいいます。 

(１) 宗教の教義を広め、及び儀式行事を行い、並びに信者を教化し、及び育成するこ

とを目的とする活動 

(２) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動 

(３) 特定の公職（公職選挙法（昭和25年法律第100号）第３条に規定する公職をい 

う。以下同じ。）の候補者（当該候補者になろうとする者を含む。）若しくは公職 

にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動 

市民協働 

市民、町会、NPO、ボランティア団体、事業者等と市が各々の特性を尊重し、創意工

夫と行動力を生かしながら公共の課題を解決するため、対等な立場で連携・協力してい

くことをいいます。 

市民活動団体 

市民活動を行うことを主たる目的とし、継続的にその活動を行う団体をいいます。 

具体的には、NPOやボランティア団体のように特定の目的の実現のために活動する団

体や、町会やコミュニティ協議会のように一定の地域に住む人たちが地域住民間の相互

扶助を目的として活動する団体があります。 

第２章 市民活動・市民協働の理念 
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第３節 市民活動を担う主体の役割 

佐野市市民活動推進条例において、市民、市民活動団体、事業者、市の役割を次のとおり

規定しています。 

市民 

市民活動の基本理念にのっとり、市民活動に関する理解を深めるとともに、市民活動 

に積極的に参加するよう努めるものとする。 

市民活動団体 

市民活動の基本理念にのっとり、市民活動を行うとともに、当該市民活動団体に関す 

る情報を積極的に提供し、広く市民に理解されるよう努めるものとする。 

事業者 

市民活動の基本理念にのっとり、地域社会の一員として、市民活動に関する理解を深 

 め自発的に市民活動の発展及び推進に協力し、これを支援するよう努めるものとする。 

 市 

市民活動の基本理念にのっとり、市民活動の推進に関する施策を総合的に策定し、実 

施しなければならない。施策の実施に当たっては、当該施策に市民、市民活動団体及び

事業者の意見が反映されるよう努めるものとする。また、市民活動が円滑に推進される

よう適切な措置を講ずるものとする。 
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第１節 市民活動の推進に関する取組の歩み 

時 期 内   容 

平成20（2008）年４月 佐野市市民活動推進条例施行 

佐野市総合ボランティアセンターを佐野市市民活動センターに

改称 

ＮＰＯ法人の認証事務等が権限移譲により県から市へ移管 

平成22（2010）年３月 

５月 

佐野市市民活動推進計画策定 

佐野市市民活動参画支援事業補助金交付要綱施行 

平成23（2011）年４月 佐野市市民活動モデル町会支援事業交付金交付要綱施行 

平成26（2014）年３月 佐野市市民活動推進計画（第二期計画）策定 

平成27（2015）年４月 佐野市市民協働推進員設置要綱施行 

佐野市地域担当職員制度実施要綱施行 

平成29（2017）年７月 佐野市市民活動推進本部設置要綱施行 

平成31（2019）年１月 佐野市自治基本条例施行 

平成31（2019）年３月 佐野市市民活動推進計画（第三期計画）策定 

令和３（2021）年６月 佐野市市民活動補償制度の導入 

令和３（2021）年７月 佐野市災害ボランティア活動推進条例施行 

令和４（2022）年４月 佐野市市民活動推進計画（第四期計画）策定 

  

  

第３章 市民活動の現状と課題 
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第２節 市民活動推進施策の取組状況と課題（第四期計画） 

 市民活動推進計画（第四期計画）では、４つの基本目標を掲げ、それぞれに推進施策

と推進事業を定め、市民活動・市民協働の推進に取り組んできました。その取組状況

と課題を次のとおりまとめました。 

基本 
理念 

基本目標 推進施策 推進事業 

 

 

 

市 

民 

参 

加 

に 

よ 

る 

自 

立 

し 

た 

ま 

ち 

づ 

く 

り 

 

１ 

市民参画・協

働の理解促進 

 

 

１.協働の基本的な

考え方の理解促

進 

①市民活動情報の収集・提供 

②市民への周知・啓発 

③市職員の理解促進 

２.市民参画のため

の場の提供 

①誰もが市民活動に参加できる機会の

提供 

②誰もが市政に参画できる機会の提供 

３.災害ボランティ

ア活動の推進 

①市民への周知・啓発 

②災害ボランティア活動の推進に向け

た場の提供 

２ 

市民活動団体

への支援 

 

１.市民活動団体の

育成と支援 

①市民活動参画支援事業等の推進 

②市民活動保険の運用 

２.市民活動を担う

人材の育成 

①協働の担い手の育成・活用 

②相談業務の充実 

３．市民活動センタ

ーの充実 

①情報の収集・提供及び広報支援 

②情報交換・学習会の実施 

③相談業務の充実 

④市民活動センターの利用促進 

⑤コーディネート体制の構築 

３ 

多様な主体と

の連携強化 

１.事業者等との協

働の推進 

①協働事業の推進 

②市民活動団体・事業者との協働 

③高校・大学との連携 

④災害ボランティア活動の推進に向け

た連携 

４ 

地域活動の充

実 

１.町会支援 ①情報の提供 

②地域と地域担当職員との連携強化 

③町会長連合会との連携 

④事務事業の委託等の推進 

⑤町会活動の拠点整備支援 
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基本目標１ 市民参画・協働の理解促進 

 協働によるまちづくりを推進するため、協働や市民活動に関する情報の収集と提供に取り組

みます。また、市民活動への参加や市政参画への機会の充実を図るほか、災害ボランティア活

動への理解促進を図り、災害ボランティアの推進を図ります。 

 

 推進施策１  協働の基本的な考え方の理解促進 

協働の主体である市民、市民活動団体、事業者に対して、協働の意義や理念、市民活動の

状況を様々な広報媒体によって広く紹介し、その活動の意義や社会的な役割等について理解

や関心を深めるとともに、活動の参加への促進につながるような情報提供に努めました。 

 (※)新型コロナウィルス感染症の影響によりセンター利用者数が少なかったため 

① 市民活動情報の収集・提供 

取組状況 

・情報紙等の活用 

年４回発行の市民活動情報紙、町会長連合会だより及び広報さのにより、市民活動の情

報提供や、活動事例の紹介を行いました。また、市民活動センターにおいて一斉メール配

信（ここねっとメール）により、メール登録者に情報提供を行いました。 

・市及び市民活動センターのホームページの充実 

市及び市民活動センターのホームページにより市民活動や市民活動センター登録団体に

関する情報を提供しました。また、市や市民活動センターにおいてSNS（※）を活用し、

市民活動の様子を適時発信しました。 

（※）SNS ソーシャル・ネットワーキング・サービスの略。インターネットを介して人

間関係を構築できるWeb上のサービスの総称。 

・マスメディアの活用 

新聞や情報紙、テレビ等に市民活動団体の活動状況を提供しました。 

前計画の設定値 実 績 

（Ｒ６） 成果指標 
実績基準 

（Ｒ２） 

目 標 

（Ｒ７） 

市民活動に参加している、もしく

は参加したことがある市民の割合 
64.6％ 73.0％ 64.2％ 

前計画の設定値 
実 績 

（Ｒ６） 成果指標 
実績基準 

（Ｒ２） 

目 標 

（Ｒ７） 

市民活動センター利用者数 5,482人(※) 18,760人 11,471人 
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課  題 

  情報を必要としている市民活動団体等への情報提供や、ホームページやメールを見るこ 

 とができない方への情報発信方法について工夫する必要があります。 

 

② 市民への周知・啓発 

取組状況 

  地域課題解決を推進する「協働」についての理解を深める講演会を開催しました。ま

た、市民活動センターにおいて登録団体との共催事業を行いました。 

課  題 

 協働によるまちづくりを推進するため、特に、市民活動の新たな担い手となる若い世代

への啓発強化が必要です。 

 

③ 市職員の理解促進 

取組状況 

  市職員を対象に、市民活動や協働への意識・理解を深めるために、講演会を行いまし

た。 

課  題 

  多くの職員が市民活動や協働について理解が図られるように、講演会や研修を工夫する

必要があります。 

 

推進施策２  市民参画のための場の提供 

市民活動を始めるきっかけは、情報に触れるだけでなく、実際に活動を体験することや、

地域課題を認識する機会があることも重要です。市民が求める市民活動の情報を提供し、地

域課題に気づく場の創出に努めました。また、市民の意見を施策に反映しやすい環境整備に

努めました。 

   (※)新型コロナウィルス感染症の影響により研修会等を中止したため 

 

前計画の設定値 
実 績 

（Ｒ６） 成果指標 
実績基準 

（Ｒ２） 

目 標 

（Ｒ７） 

講座・研修会等参加者数 73人(※) 470人 293人 
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① 誰もが市民活動に参加できる機会の提供 

取組状況 

  社会福祉法人佐野市社会福祉協議会（以下「市社協」という。）との連携講座実施により

市民活動に参加する機会の提供や、生涯学習課の楽習出前講座を活用し、市民活動や協働

に関する取組の理解を広めました。また、市民活動センターにおいて、市内中学校のマイ

チャレンジや高校のインターンシップの受入や、こども向け講座の企画により市民活動団

体との交流を図る場を提供しました。 

課  題  

  外国人市民（※）を含めた市民の誰もが市民活動に参加できるよう、表現方法と周知・

啓発方法を工夫する必要があります。 

  （※）市内に居住・勤務・在学している外国人 

 

② 誰もが市政に参画できる機会の提供 

取組状況 

パブリックコメント制度を活用するとともに、行政が設置する各種審議会、委員会等に

市民からの公募枠を設け、市民参加の促進を諮り、市政への参画の機会の充実を図りまし

た。 

   課  題 

     市政への参画の機会を増やすために、更なる周知の強化に取り組む必要があります。 

 

推進施策３  災害ボランティア活動の推進 

令和３年７月１日に施行された「佐野市災害ボランティア活動推進条例」についての理解

促進を図るため、関係機関等と連携し、周知・啓発に努め、災害ボランティア活動の推進を

図りました。 

 

 

前計画の設定値 
実 績 

（Ｒ６） 成果指標 
実績基準 

（Ｒ２） 

目 標 

（Ｒ７） 

社会福祉法人佐野市社会福祉

協議会における災害分野ボラ

ンティア活動登録者数 

28人 53人 38人 
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① 市民への周知・啓発 

取組状況 

災害ボランティア推進条例に関する取組について、「広報さの」及び市ホームページによ

り情報を提供しました。また、市内中学校や高校、短期大学において、ボランティア講座

を開催し啓発を図りました。 

課  題  

  災害ボランティアの登録者数を増やすために、継続的に周知・啓発する必要があります。 

 

② 災害ボランティア活動の推進に向けた場の提供 

取組状況 

市社協や市民活動センター等と連携し、ボランティアへの参加や理解促進のための機会

とする講座を実施しました。 

課  題  

  災害ボランティア活動を推進していくため、ボランティアを養成するための講座の開催

に努める必要があります。 

 

 

基本目標２ 市民活動団体への支援 

 市民活動を継続的かつ発展的な活動につなげていくためには、新しい生活様式への変容等

社会の変化に即した市民活動団体への支援が必要となります。次代を担う人材の育成や市民

活動の拠点施設としての市民活動センターの運営の充実を図り、市民活動団体の支援に努め

ます。 

 

推進施策１  市民活動団体の育成と支援 

市民活動団体が行う事業について補助金を交付することや、市民活動団体の紹介及び事業

の効果等を広く周知し育成・支援しました。また、市民活動補償制度の周知・運用に努め、

市民活動への参加の促進に取り組みました。 

前計画の設定値 
実 績 

（Ｒ６） 成果指標 
実績基準 

（Ｒ２） 

目 標 

（Ｒ７） 

市民活動に携わっている団体

数 
384団体 399団体 349団体 
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① 市民活動参画支援事業等の推進 

取組状況 

市民活動団体が行う住み良いまちづくりに貢献する事業を公募し、採択した団体につい

て補助金を交付するとともに、その事業について市及び市民活動センターのホームページ

や情報紙等に掲載し、事業の報告会を行いました。 

課  題   

  応募する団体が少ないため、採択した市民活動団体の事業を広く周知する必要がありま

す。 

 

② 市民活動保険の運用 

取組状況 

  市ホームページやチラシの配布により市民活動補償制度の周知を行うとともに、実態に

即した保険制度の運用を行いました。 

課  題   

  市民活動団体等への周知・啓発に努め、引き続き市民活動補償制度の適切な運用が必要

です。 

 

推進施策２  市民活動を担う人材の育成 

市民活動を担う人材の発掘・育成のために市民活動センターと連携し、講演会等の開催や

市民活動団体との交流の機会を創出し、市民活動への理解促進に努めるとともに、市民活動

に関する相談業務の充実を図りました。 

 

前計画の設定値 
実 績 

（Ｒ６） 成果指標 
実績基準 

（Ｒ２） 

目 標 

（Ｒ７） 

市民活動参画支援事業の支援

件数（累計） 
44件 61件 66件 

前計画の設定値 
実 績 

（Ｒ６） 成果指標 
実績基準 

（Ｒ２） 

目 標 

（Ｒ７） 

市民活動センター登録団体構

成員数 
9,290人 9,315人 8,340人 
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① 協働の担い手の育成・活用 

取組状況 

  市民活動センターにおいて市内中学校のマイチャレンジの受入を実施しました。また、

佐野日本大学短期大学にて、市民活動センターや市民活動について紹介しました。 

課  題  

  市民活動センターと連携して、協働の担い手を育成する機会を増やすことが必要です。 

 

② 相談業務の充実 

取組状況 

市民生活課や市民活動センターを窓口として、市民活動支援、NPO法人設立、運営等に

関する相談に対応しました。また、市民活動センターにおいて、「市民活動相談会の日」を

設け、相談しやすい環境づくりに努めました。 

課  題  

  相談業務を行っていることの周知の強化や、新たな団体の設立や市民活動団体の継続的

な運営に係わる相談にも対応できる体制が必要です。 

 

推進施策３  市民活動センターの充実 

市民活動団体が協働で実施する事業の支援を行い、市民が市民活動に参画できるよう努め

ました。 

 

① 情報の収集・提供及び広報支援 

取組状況 

市民活動センターと連携し、市民活動の継続的な活動に必要な人材、資金等の情報収

集・提供や市ホームページ等を活用し、市民活動団体の活動状況等について情報発信によ

り広報活動を支援しました。 

課  題  

市民活動センターと連携し、情報発信による広報活動の継続的な支援が必要です。 

前計画の設定値 
実 績 

（Ｒ６） 成果指標 
実績基準 

（Ｒ２） 

目 標 

（Ｒ７） 

市民活動団体への活動依頼数 41件 52件 35件 
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② 情報交換・学習会の実施 

取組状況 

市民活動センターにおいて、NPOについての講座やパソコン講座を実施し、学習機会の

充実を図りました。 

課  題  

  更なる機会の充実を図るために、講座の内容や周知・啓発方法を工夫する必要がありま

す。 

 

③ 相談業務の充実 

取組状況 

市民活動センターにおいて、市民活動支援、NPO法人設立、運営等に関する相談に対応

しました。また、「市民活動相談会の日」を設け、相談しやすい環境づくりに努めました。 

課  題  

 相談業務を行っていることの周知の強化や、新たな団体の設立や市民活動団体の継続的

な運営に係わる相談にも対応できる体制が必要です。 

 

④ 市民活動センターの利用促進 

取組状況 

町会活動ガイドブックに市民活動センターの記事を掲載し、周知を図りました。 

課  題  

 市民活動センターの利用を促進するために、更なる周知が必要です。 

 

⑤ コーディネート体制の構築 

取組状況 

市民活動団体が活動をより効果的に展開していくため、市民活動団体による利用者連絡

会議を開催しました。 

課  題  

 市民活動団体同士の交流を活発にするために、定期的な交流の機会の提供が必要です。 
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基本目標３ 多様な主体との連携強化 

多様な市民ニーズと地域課題に応えるために、市民活動団体と事業者の連携を強化し、 

協働の推進を図るとともに、高校や大学等との連携を推進し、多様な主体による市民協働 

の促進を図ります。 

（※）多様な主体と市が協働（委員会・審議会、共催・実行委員会、委託、指定管理、  

補助、事業協力、後援、寄付、協賛金）をして取り組んだ事業数 

 

推進施策１  事業者等との協働の推進 

多様な主体同士の協働を促進するため、各主体がより良い関係を構築できる機会を創出す

るほか、協働ガイドブックを作成し、その活用を図るとともに、市民協働推進員制度を活用

し、協働事業の推進を図りました。  

 

① 協働事業の推進 

取組状況 

  協働ガイドブックの作成や研修により市民協働推進員の協働についての理解促進を図

り、課題解決のための協働事業の推進に取り組みました。 

課  題 

 協働事業を推進していくため、市民協働推進員への更なる周知・啓発が必要です。 

 

② 市民活動団体・事業者との協働 

取組状況 

市民活動センターのホームページ等により、企業の社会貢献活動に関する情報収集や提

供に努めるほか、市民活動団体と事業者間の交流会を開催し、交流を深めることで活動の

連携を促進しました。 

前計画の設定値 
実 績 

（Ｒ６） 成果指標 
実績基準 

（Ｒ２） 

目 標 

（Ｒ７） 

協働した事業数（※） 126事業 156事業 125事業 

前計画の設定値 
実 績 

（Ｒ６） 成果指標 
実績基準 

（Ｒ２） 

目 標 

（Ｒ７） 

事業者と協働している事業数 16事業 21事業 14事業 
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課  題 

  協働事業を推進していくため、協働の方法や協働する市民活動団体、事業者への活動内

容の周知が必要です。 

 

③ 高校・大学との連携 

 取組状況 

佐野日本大学短期大学、東京農工大学、足利大学、宇都宮大学等の高等教育機関と協調

関係を深め、専門的知識や学生の新しい視点での取組を生かし連携事業を推進しました。 

また、佐野松桜高等学校と包括連携協定を締結し、これに基づく取組を進めるととも

に、佐野日本大学高等学校まちづくり部の政策立案への指導助言、佐野東高等学校でのま

ちづくりに関する出張授業等を行いました。 

課  題 

  専門性の高い意見や学生の視点での意見を聴取する機会の拡充を図るとともに、大学・

高校等と共同で実施する取組を充実させる必要があります。 

 

④  災害ボランティア活動の推進に向けた連携 

 取組状況 

  市社協が主催する、地域協働型災害ボランティアセンター設置運営訓練に参加し、災害

時を想定し知識や実践技術の習得と参加者との共通理解を図りました。 

課  題 

 災害時を想定した訓練は有効であるため、継続して行うことが必要であります。 

 

基本目標４ 地域活動の充実 

地域活動の中心となる町会活動は、防犯・防災、見守り等の地域課題の解決に向けた活動 

であり、様々な分野で市との協働による活動となっています。現在、町会活動の担い手の減  

少、町会未加入世帯の増加等、町会の弱体化につながる問題が生じているため、町会活動に 

関する情報提供、町会活動に係る人材の育成、活動拠点の整備その他町会活動の支援を行い、 

地域活動の充実を図ります。 

前計画の設定値 
実 績 

（Ｒ６） 成果指標 
実績基準 

（Ｒ２） 

目 標 

（Ｒ７） 

町会加入世帯割合 84.3％ 88.0％ 82.0％ 
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推進施策１  町会支援 

地域活動のモデルとなる町会を指定し、支援することにより、町会活動の活性化に努めまし 

た。 

 

① 情報の提供 

取組状況 

町会に係わる情報発信手段について、他市の情報を収集しました。また、町会長連合会 

Facebookでの町会活動情報発信について支援しました。 

課  題 

町会に係わる情報発信について、SNS等のデジタル技術を活用した支援が必要です。 

 

② 地域と地域担当職員制度との連携強化 

取組状況 

地域担当職員は、地区町会長協議会との連絡調整や、地区町会長協議会が開催する会議等

へ参加しました。 

課  題 

地域活動の充実のためには、地域と地域担当職員との連携強化及び地区町会長協議会の活

性化が必要です。 

 

③ 町会長連合会との連携 

取組状況 

町会長連合会及び佐野市の共催により、市民協働による地域づくり講演会を開催しました。

また、町会長連合会と連携し、統合・再編をする町会を支援するための特例措置を制定しま

した。 

課  題 

町会の統合再編は、町会長連合会と連携し、その取組を支援していくことが必要です。 

 

前計画の設定値 
実 績 

（Ｒ６） 成果指標 
実績基準 

（Ｒ２） 

目 標 

（Ｒ７） 

市民活動モデル町会支援事

業の支援町会数(累計) 
15町会 18町会 23町会 
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④ 事務事業の委託等の推進 

取組状況 

介護予防・日常生活支援総合事業については、町会等へ働きかけ、通所型サービスＢにつ

いて、委託契約を結びました。これにより高齢者の地域活動への参加を促すとともに、介護

予防にもつながりました。 

課  題 

 介護予防・日常生活支援総合事業は、対象者の参加条件が設けられており限定的である

ため、町会支援としての活動とするのか、見直す必要があります。 

  

⑤ 町会活動の拠点整備支援 

取組状況 

町会活動の拠点となる自治公民館の新築、修繕等について支援を行い、活動環境を改善し

て地域活動の活性化を図りました。 

課  題 

 取組団体を増やすための啓発と事業が継続的に実施できるよう、町会等への支援体制の充

実が必要です。 
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第１節 計画の基本理念 

本市では、市民活動に関する施策を推進するため、佐野市市民活動推進計画を策定し、第

一期計画から第四期計画において取り組んできました。 

第５期においては、第四期計画の基本理念｢市民参加による自立したまちづくり｣を継承す

るとともに、第四期計画の現状と課題から、次の４つの基本目標を掲げ、時代に即した市民

活動の更なる推進を図ります。 
 

基本理念 「市民参加による自立したまちづくり」 

 

第２節 計画の基本目標 

基本目標１ 市民参画・協働の理解促進 

協働によるまちづくりを推進するため、協働や市民活動に関する情報の収集と提供に取

り組みます。また、市民活動の新たな担い手となる若い世代に対する啓発の強化を図るほ

か、外国人市民を含めた市民の市民活動への参加の機会の充実を図ります。 

基本目標２  市民活動団体への支援 

市民活動を継続的かつ発展的な活動につなげていくためには、市民活動団体の活動内容

を広く周知することが必要となります。市民活動の拠点施設としての市民活動センターの

運営の充実を図り、市民活動団体の支援に努めます。 

基本目標３  多様な主体との連携強化 

多様な市民ニーズと地域課題に応えるために、市民活動団体と事業者の連携を強化し、 

協働の推進を図るとともに、高校や大学等との連携を推進し、多様な主体による市民協働 

の促進を図ります。 

基本目標４  地域活動の充実 

地域活動の中心となる町会活動は、防犯・防災、見守り等の地域課題の解決に向けた活動 

であり、様々な分野で市との協働による活動となっています。現在、町会活動の担い手の確

保が困難となっており、担い手の負担を軽減するためにデジタル技術を活用することで、効

率的な町会運営ができるよう支援に努めます。 

 

 

 

第４章 市民活動を推進するための取組 



20 

 

第３節 計画の体系    

基本 

理念 
基本目標 推進施策 推進事業 

 

 

 

市 

民 

参 

加 

に 

よ 

る 

自 

立 

し 

た 

ま 

ち 

づ 

く 

り 

 

１ 

市民参画・協

働の理解促進 

 

 

１.協働の基本的な

考え方の理解促進 

①市民活動情報の収集・提供 

②市民への周知・啓発 

③若い世代への啓発強化 

④市職員の理解促進 

２.市民参画のため

の場の提供 

①外国人市民を含めた誰もが市民活動

に参加できる機会の提供 

②誰もが市政に参画できる機会の提供 

３.災害ボランティ

ア活動の推進 

①市民への周知・啓発 

②災害ボランティア活動の推進に向け

た場の提供 

２ 

市民活動団体

への支援 

 

１.市民活動団体の

育成と支援 

①市民活動参画支援事業等の推進 

②市民活動補償制度の運用 

２.市民活動を担う

人材の育成 

①協働の担い手の育成 

②相談業務の充実 

３．市民活動センタ

ーの充実 

①情報の収集・提供及び広報支援 

②情報交換・学習会の実施 

③相談業務の充実 

④市民活動センターの利用促進 

⑤コーディネート機能の向上 

３ 

多様な主体と

の連携強化 

１.事業者等との協

働の推進 

①協働事業の推進 

②市民活動団体・事業者との協働 

③高校・大学等との連携 

４ 

地域活動の充

実 

１.町会支援 ①情報の提供 

②地域と地域担当職員との連携強化 

③町会活動の拠点整備支援 

④デジタル技術活用の町会運営支援 
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第４節 施策の展開 

 

基本目標１ 市民参画・協働の理解促進 

（市政に関するアンケート調査より） 

 

推進施策１  協働の基本的な考え方の理解促進 

協働の主体である市民、市民活動団体、事業者に対して、協働の意義や理念、市民活動の

状況を様々な広報媒体によって広く紹介し、その活動の意義や社会的役割等について理解や

関心を深めるとともに、活動の参加への促進につながるような情報提供に努めます。 

（市民活動センタ－実績より） 

① 市民活動情報の収集・提供 

  市民活動や市民協働の事業等に関する情報や活動団体の紹介、及び活動事例とその成果 

等について積極的に情報を収集し発信します。 

・情報紙等の活用 

「広報さの」や市民活動センター情報紙により、市民活動についての情報提供や活動事

例の紹介を行うほか、市民活動センターが行う一斉メール配信（ここねっとメール）の活

用とメール登録者を増やし、迅速な情報提供に努めます。また、市民活動センター情報紙

を市有施設等に設置し、情報発信・提供の工夫に努めます。 

・市及び市民活動センターのホームページの充実 

積極的に情報を収集し、市及び市民活動センターのホームページにより、情報の提供を

行います。また、SNSを活用し、タイムリーな情報発信に努めます。 

 

 

 

成果指標 
実績基準 

（Ｒ６） 

目 標 

（Ｒ11） 

市民活動に参加している、もしくは

参加したことがある市民の割合 
64.2％ 74.0％ 

成果指標 
実績基準 

（Ｒ６） 

目 標 

（Ｒ11） 

市民活動センター利用者数 11,471人 12,000人 
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・マスメディアの活用 

  新聞や情報紙、テレビ等の様々な広報媒体を活用し、市民活動の情報を積極的に発信し 

 ます。 

〔関係部署〕市民生活課、広報ブランド推進課、市民活動センター ほか 

 

② 市民への周知・啓発 

  市民活動や協働への理解を深めるための啓発を行うとともに、市民活動への自主的、主

体的参加を促すための講演会や講座の実施に取り組みます。 

〔関係部署〕市民生活課、市民活動センター ほか 

 

③ 若い世代への啓発強化 

  市民活動の新たな担い手となる若い世代に対して、早い段階から市民活動を意識しても

らうために啓発強化に取り組みます。 

〔関係部署〕市民生活課、こども政策課、市民活動センター ほか 

 

④ 市職員の理解促進 

  職員の市民活動や協働への意識・理解を深めるとともに、市民活動への自主的、主体的

参加を促すための講演会や講座の実施に取り組むほか、市民活動への参加型研修について

継続して実施します。 

〔関係部署〕市民生活課、人事課 ほか 

 

推進施策２  市民参画のための場の提供 

市民活動を始めるきっかけは、情報に触れるだけでなく、実際に活動を体験することや、

地域課題を認識する機会があることも重要です。市民が求める市民活動の情報を提供し、地

域課題に気づく場の創出に努めます。また、市民の意見を施策に反映しやすい環境整備に努

めます。 

（庁内調査より） 

 

成果指標 
実績基準 

（Ｒ６） 

目 標 

（Ｒ11） 

講座・研修会等参加者数  293人 350人 
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① 外国人市民を含めた誰もが市民活動に参加できる機会の提供 

  市民活動センター等と連携し、ボランティアの体験プログラムや入門講座の実施をする

等、市民が新たに市民活動に参加する機会や、市民活動団体との交流を図る場を提供し 

 ます。また、外国人市民に対して市民活動に参加しやすい状況づくりに努めます。 

〔関係部署〕市民生活課、市民活動センター、広報ブランド推進課 ほか 

 

②  誰もが市政に参画できる機会の提供 

行政サービスの内容や現状、計画の策定過程等の情報の積極的な公開や、市民等の幅広い

意見が政策形成に生かされるように各審議会等において、こども・若者・女性の意見聴取や

登用の促進を図りながら、誰もが市政に参画できる機会の提供に努めます。 

〔関係部署〕市民生活課、広報ブランド推進課、行政経営課、こども政策課 ほか 

 

推進施策３  災害ボランティア活動の推進 

令和３年７月１日に施行された「佐野市災害ボランティア活動推進条例」についての理解

促進を図るため、関係機関等と連携し、周知・啓発に努め、災害ボランティア活動の推進を

図ります。 

（市社協調べより） 

 

① 市民への周知・啓発 

「佐野市災害ボランティア活動推進条例」を推進していくためには、災害ボランティア

活動への理解促進を図る必要があります。関係課や市社協、市民活動センター等と連携し、

周知・啓発に取り組みます。 

〔関係部署〕市社協、市民生活課、市民活動センター ほか 

 

② 災害ボランティア活動の推進に向けた場の提供 

災害ボランティア活動の理解促進から活動へとつなげていくため、関係課や市社協、 

市民活動センター等と連携し、講習会や研修会等を開催します。 

〔関係部署〕市社協、市民生活課、市民活動センター ほか 

成果指標 
実績基準 

（Ｒ６） 

目 標 

（Ｒ11） 

社会福祉法人佐野市社会福祉協議会

における災害分野ボランティア活動

登録者数 

38人 61人 
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基本目標２  市民活動団体への支援 

（庁内調査より）                                                

 

推進施策１  市民活動団体の育成と支援 

市民活動団体が行う事業について補助金を交付することや、市民活動団体の紹介及び事業

の効果等を広く周知し育成・支援します。また、市民活動補償制度の周知・運用に努め、市

民活動への参加の促進に取り組みます。 

（市民活動センター参画支援事業実績より） 

① 市民活動参画支援事業等の推進 

市民活動団体が行う住み良いまちづくりに貢献する事業を公募し、採択した事業に対し

補助金を交付するとともに、市及び市民活動センターのホームページや情報紙等に掲載し

報告会を開催します。 

〔関係部署〕市民生活課、政策調整課、市民活動センター ほか 

 

② 市民活動補償制度の運用 

  市では、市民活動に参加する市民の事故に備え、市民活動保険に加入しています。市民

が安心して市民活動に参加できるよう、引き続き市民活動補償制度の周知を含めた適正な

運用を図ります。 

〔関係部署〕市民生活課 

 

 

 

 

成果指標 
実績基準 

（Ｒ６） 

目 標 

（Ｒ11） 

市と協働している市民活動に携わっ

ている団体数 
349団体 363団体 

成果指標 
実績基準 

（Ｒ６） 

目 標 

（Ｒ11） 

市民活動参画支援事業の支援件数

(累計) 
66件 96件 
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推進施策２  市民活動を担う人材の育成 

市民活動を担う人材の発掘・育成のために、これから市民活動を始める若い世代から、今

後の市民活動において大きな役割を担うと期待されるシニア世代までの各層に向けて、講演

会等の開催や市民活動団体との交流の機会を創出し、市民活動への理解促進に努めるととも

に、市民活動に関する相談業務の充実を図ります。 

（市民活動センター実績より） 

①  協働の担い手の育成 

  全ての世代に向けて協働に関する講演会や講座を行うほか、特に若い世代に向けた講座

等を開催し、市民活動への理解と参加を促進することで、幅広い年齢層から新たな活動実

践者を育成します。 

また、教育委員会、関係課との連携事業により協働の新たな担い手を発掘し、活動実践

者を登用した事業を積極的に行います。 

〔関係部署〕市民生活課、市民活動センター ほか 

 

② 相談業務の充実 

  市民生活課や市民活動センターを窓口として、これから市民活動を始めようとする団体

や市民活動実践者に対して、市民活動に対する相談業務の充実を図ります。 

〔関係部署〕市民生活課、市民活動センター 

 

推進施策３  市民活動センターの充実 

市民活動の拠点である市民活動センターの利用促進を図るため、施設の環境整備、情報発

信、利用者相互の交流促進、相談業務の充実、利用者ニーズを踏まえた事業の実施に取り組

むほか、市民活動団体同士や市民活動団体と事業者等とを結ぶコーディネート機能の活用に

より、市民活動センターの充実を図ります。 

（市民活動センター実績より） 

成果指標 
実績基準 
（Ｒ６） 

目 標 
（Ｒ11） 

市民活動センター登録団体構成員数 8,340人 8,440人 

成果指標 
実績基準 
（Ｒ６） 

目 標 
（Ｒ11） 

市民活動団体への活動依頼数 35件 45件 
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① 情報の収集・提供及び広報支援 

広く市民活動団体の活動内容等を紹介し、活動の輪を広げるための広報を行い、市民活

動団体を支援します。また、市民活動団体が継続して活動していくために必要な人材、資

金等の情報や有益な講座、研修会等の情報の収集・提供を行い、市民活動団体の組織基盤

の強化を図ります。 

〔関係部署〕市民生活課、市民活動センター 

 

② 情報交換・学習会の実施 

市民活動団体の活動の活性化、市民活動団体間の情報共有や連携を強化するため、市民

活動センターにおいて、オンラインを活用し市民活動団体が交流する機会づくりや連携事

業を実施するとともに、利用者ニーズにあった講座等の実施や市民活動団体の運営能力向

上を目的とした研修会等、学習機会の充実を図ります。 

〔関係部署〕市民生活課、市民活動センター 

 

③ 相談業務の充実 

  新たな団体の設立や市民活動団体の運営に係わる課題や問題点について、相談業務の充 

実を図ります。 

〔関係部署〕市民生活課、市民活動センター 

 

④ 市民活動センターの利用促進 

  市民活動センターの利用者のニーズを的確に捉えた事業や、交流を図る事業を実施し、 

利用者主体の活動を推進するとともに、市民活動団体の様々な情報や活動支援情報を分か 

りやすく提供するため、館内の掲示板や情報コーナー等の充実を図ります。 

〔関係部署〕市民生活課、市民活動センター 

 

⑤  コーディネート機能の向上 

  市民活動団体が活動をより効果的に展開していくため、市民活動団体同士の連携や市民

活動団体と地域の連携、市民活動団体と事業者の連携を図り、多様な協働を創り出すコー

ディネート機能の向上を図ります。 

〔関係部署〕市民生活課、市民活動センター 
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基本目標３  多様な主体との連携強化 

（庁内調査より） 

(※)多様な主体と市が協働（委員会・審議会、共催・実行委員会、委託、指定管理、補助、

事業協力、後援、寄付、協賛金）をして取り組んだ事業数 

 

推進施策１  事業者等との協働の推進 

多様な主体同士の協働を促進するため、各主体がより良い関係を構築できる機会を創出す

るほか、市民協働推進員制度を活用し、協働事業の推進を図ります。  

（庁内調査より） 

① 協働事業の推進 

  研修により市民協働推進員の協働についての理解促進を図り、課題解決のための協働事

業の推進に取り組みます。 

〔関係部署〕 市民生活課 ほか 

 

② 市民活動団体・事業者との協働 

市民活動センターのホームページ等により、企業の社会貢献活動に関する情報収集や提

供に努めるほか、市民活動団体と事業者間の交流会を開催し、交流を深めることで活動の

連携を促進します。 

〔関係部署〕 市民生活課、市民活動センター ほか 

 

③ 高校・大学等との連携 

  市内の高等学校、佐野日本大学短期大学、東京農工大学、足利大学、宇都宮大学等の高

等教育機関と協調関係を深め、専門的知識や学生の視点での取組を生かし連携事業を推進

します。 

〔関係部署〕 広報ブランド推進課、市民活動センター ほか 

 

 

成果指標 
実績基準 

（Ｒ６） 

目 標 

（Ｒ11） 

市と協働した事業数（※） 125事業 132事業 

成果指標 
実績基準 

（Ｒ６） 

目 標 

（Ｒ11） 

事業者と協働している事業数 14事業 20事業 
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基本目標４  地域活動の充実 

（町会長連合会調べより） 

 

推進施策１  町会支援 

町会は、地域の連帯感の向上を図り、様々な地域の課題解決に取り組むとともに、自己の意

思及び責任において、まちづくりを行っています。町会活動のモデルとなる町会を支援し、当

該活動を他の町会に周知することにより、他の町会での実践を促し、地域活動の活性化を図り

ます。 

（市民活動モデル町会支援事業実績より） 

① 情報の提供 

SMS（ショートメッセージサービス）を利用しての災害等に関する情報の提供を行い、町

会の活動及び運営の支援を行います。 

〔関係部署〕 市民生活課 ほか 

 

② 地域と地域担当職員との連携強化 

地域担当職員は、地域住民の公益的な活動に役立つ情報を提供し、地区町会長協議会の活

性化に努め、また、地域の課題等を把握し、その関係する課と連絡調整を行います。災害、

事故その他の緊急事態においては、地域との連絡調整を行います。地域担当職員制度の継続

的な運用を図るため、制度の見直しを行います。 

〔関係部署〕 市民生活課 ほか 

 

③ 町会活動の拠点整備支援 

町会活動の拠点となる自治公民館の新築、修繕等について支援を行い、活動環境を改善し

て地域活動の活性化を図ります。 

〔関係部署〕 市民生活課 

 

成果指標 
実績基準 

（Ｒ６） 

目 標 

（Ｒ11） 

町会加入世帯割合 82.0％ 83.5％ 

成果指標 
実績基準 

（Ｒ６） 

目 標 

（Ｒ11） 

市民活動モデル町会支援事業の支援

町会数（累計） 
43町会 65町会 
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④ デジタル技術活用の町会運営支援 

SMS（ショートメッセージサービス）やLINE等のメッセージアプリによる町内連絡網の

構築や生成 AIによる多言語翻訳機能を利用し、外国人市民の参加を促す等、デジタル技術

を活用することで効率的な町会運営が出来るよう、スキルアップ研修等の支援を行います。 

〔関係部署〕 市民生活課、デジタル推進課 ほか 

  



30 

 

○市民活動推進本部 

 

 第１節 計画の推進体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○幹事会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○市民協働推進員 

 

 

 

 

 

 

１．役割 

市民活動推進計画の策定及び推進に関すること 

２．組織 

（本部長）副市長（副本部長）市民生活部長 

（本部委員）総合政策部長 行政経営部長 こども福祉部長  

健康医療部長 産業文化スポーツ部長 都市建設部長 教育部長 

１．役割 

所属する課等における協働に関する事業の調査及び検討 

２．市民協働推進員 

課長等の職にある職員  

１．役割 

市民活動推進計画の原案の策定 

２．組織 

（幹事長）市民生活部長 （副幹事長）市民生活課長  

（幹事）政策調整課長 広報ブランド推進課長 財政課長 行政経営課

長 危機管理課長 人事課長 デジタル推進課長 社会福祉課長 

いきいき高齢課長 産業政策課長 観光推進課長 都市計画課長 

生涯学習課長 

○市民活動推進委員会（市長の附属機関） 

１．役割 

市民活動の推進に関する施策を調査審議し、その内容について市長へ意見を述べる 

２．委員（15名以内） 

市民活動に関し識見を有する者、市民活動を実践している者、公募に応じた者 

第５章 計画の推進に向けて 
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第２節 計画の進行管理等 

（１）各課等における振り返り 

 市民協働推進員は、所属部署における協働に関する事業の調査及び協働で取り組んだ事業

の検証を行います。 

（２）市民活動推進委員会の助言 

市民活動推進委員会は、市民活動の推進に関する施策や事業の取組状況を調査審議すると

ともに、事業実施における助言を行います。 

（３）市民活動推進本部による取組 

  各課等における振り返り及び市民活動推進委員会の助言を基に、市民活動の推進における

全庁的な評価、改善に向けた取組を行います。 
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１ 市政に関するアンケート調査（抜粋） 

<令和４年度> 

調査期間     令和４年12月５日～令和５年１月５日 

調査対象     満18歳以上の男女2,000人（住民基本台帳から等間隔無作為抽出） 

回答者数（回収率）1,019（51.0％） 

  

<令和５年度> 

調査期間     令和５年12月８日～令和６年１月９日 

調査対象     満18歳以上の男女2,000人（住民基本台帳から等間隔無作為抽出） 

回答者数（回収率）1,040（52.0％） 

  

<令和６年度> 

調査期間     令和６年12月６日～令和７年１月１９日 

調査対象     満18歳以上の男女2,000人（住民基本台帳から等間隔無作為抽出） 

回答者数（回収率）911（45.6％） 

性別回答数

（構成比） 

男性 467 （45.8％） 女性 524 （51.4％） 

無回答 28  （2.7％） 市全体 1,019 （99.9％） 

年齢区分別

回答数 

（構成比） 

18～29歳 99  （9.7％） 30～39歳 130 （12.8％） 

40～49歳 156 （15.3％） 50～59歳 144 （14.1％） 

60～69歳 251 （24.6％） 70歳以上 215 （21.1％） 

無回答 24  （2.4％） 市全体 1,019  （100％） 

性別回答数

（構成比） 

男性 488 （46.9％） 女性 536 （51.5％） 

無回答 16  （1.5％） 市全体 1,040 （99.9％） 

年齢区分別

回答数 

（構成比） 

18～29歳 95  （9.1％） 30～39歳 120 （11.5％） 

40～49歳 154 （14.8％） 50～59歳 167 （16.0％） 

60～69歳 236 （22.7％） 70歳以上 254 （24.4％） 

無回答 14  （1.4％） 市全体 1,040 （99.9％） 

性別回答数
（構成比） 

男性 397 （43.6％） 女性 495 （54.3％） 

無回答 19  （2.1％） 市全体 911  （100％） 

年齢区分別
回答数 
（構成比） 

18～29歳 88  （9.7％） 30～39歳 115 （12.6％） 

40～49歳 145 （15.9％） 50～59歳 138 （15.1％） 

60～69歳 224 （24.6％） 70歳以上 194 （21.3％） 

無回答 ７  （0.8％） 市全体 911  （100％） 
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アンケート１                                （％） 

あなたは、「協働」という言葉やその内容を知

っていますか。 
令和４年度 令和５年度 令和６年度 

回 
 

答 

「協働」の内容を理解している 22.1 20.1 17.7 

「協働」という言葉は知っているが、内

容はわからない 
28.6 30.7 32.2 

「協働」という言葉を初めて聞いた 46.5 46.3 47.6 

無回答 2.8 3.0 2.5 

 

アンケート２                                （％） 

あなたは、今まで市民活動(町会・育成会にお

ける清掃活動や廃品回収、見守り活動、災害ボ

ランティア活動など)をしたことがあります

か。 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 

回 
 

答 

現在、活動している 21.5 23.8 23.8 

過去に活動したことはあるが、現在は活

動していない 
45.5 41.6 40.4 

活動したことはない 29.8 32.3 33.8 

無回答 3.1 2.3 2.0 

 

アンケート３                                （％） 

まちづくりは、市民が主体であることが重要

であるとされています。あなたは、佐野市のま

ちづくりは市民主体で行われていると思いま

すか。 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 

回 
 

答 

そう思う 6.9 6.9 4.7 

どちらかといえばそう思う 24.5 22.7 24.5 

どちらかといえばそう思わない 24.6 25.1 24.7 

そう思わない 13.2 13.4 12.4 

わからない 27.8 29.6 31.2 

無回答 2.9 2.3 2.5 

 

＊｢市政に関するアンケート｣ 

  この調査は、市民の意見や要望を把握し、今後の施策の基礎資料とするため、毎年、満

18歳以上の男女2,000人を無作為に抽出して行っています。 

  内容は、「佐野市の住みやすさ」、「市政全般」、「各取組に関すること」等です。その中で

市民活動に関する設問について抜粋しました。 
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２ 策定経過  

佐野市市民活動推進委員会（市民） 

実施時期 実施項目 内容等 

Ｒ６.10 
令和６年度第２回市民活動
推進委員会 

佐野市市民活動推進計画(第四期計
画)の現状と第５期計画における取
組課題について 

Ｒ７.３ 
令和６年度第３回市民活動
推進委員会 

佐野市市民活動推進計画(第四期計
画)の現状と第５期計画における取
組課題についての意見のまとめ 

Ｒ７.７ 
令和７年度第２回市民活動
推進委員会 

佐野市市民活動推進計画(第５期)
（案）の審議 

Ｒ７.10 
令和７年度第３回市民活動
推進委員会 

佐野市市民活動推進計画(第５期)
（案）の内容確認 

Ｒ８.３ 
令和７年度第４回市民活動
推進委員会 

佐野市市民活動推進計画(第５期)の
報告 

 

佐野市市民活動推進本部会議等（庁内） 

実施時期 実施項目 内容等 

Ｒ７.６ 第１回市民活動推進本部 
幹事会 

佐野市市民活動推進計画(第５期)原
案の審議 

Ｒ７.６ 第１回市民活動推進本部 
会議 

佐野市市民活動推進計画(第５期)原
案の審議 

Ｒ７.８ 第２回市民活動推進本部 
幹事会 

佐野市市民活動推進計画(第５期)案
の審議 

Ｒ７.８ 
第２回市民活動推進本部 
会議 

佐野市市民活動推進計画(第５期)案
の審議 

Ｒ７.10 
第３回市民活動推進本部 
会議・幹事会合同会議 

佐野市市民活動推進計画(第５期)案
の審議・策定 

Ｒ８.１ パブリックコメントの実施 佐野市市民活動推進計画(第５期)に
ついてパブリックコメントの実施 
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３ 佐野市市民活動推進条例  
私たちのまち佐野市は、万葉の詩情あふれる豊かな自然に恵まれ、先人たちの英知と努

力により人と自然が調和した個性と魅力ある地域社会を築いてきた。 

今日の地域社会は、少子高齢化、高度情報化、国際化へと進み、市民の要望や価値観は

多様化し、地域が抱える課題も多岐にわたり、かつ、複雑化してきている。そこで、柔軟

性や専門性を持つ市民や市民活動団体による活動が、様々な地域課題の解決の一役を担う

ことが求められる。 

本市が活力あるまちとして発展し続けるためには、市民一人一人が家庭、地域、学校、

職場などの様々な場で市民活動に関心を持ち、実践することにより地域で支えあうことの

大切さを認識する必要がある。そして、公益という共通の価値観のもと、市民、市民活動

団体、事業者及び市が相互の特性を尊重し、対等な立場で協働することが重要である。さ

らに、市民、市民活動団体及び事業者の創意工夫と行動力をいかした新たな公共サービス

への進展が求められる。 

ここに、市民活動を推進し、人と人との触れ合いの輪を広げ、生き生きと暮らしやすい

地域社会の実現を目指すため、この条例を制定する。 

（目的） 

第１条 この条例は、市民活動の推進に関する基本理念を定め、市の責務並びに市民、市

民活動団体及び事業者の役割を明らかにするとともに、市民活動の推進を図り、もって

活力ある地域社会の実現に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において「市民活動」とは、営利を目的とせず、不特定多数の者の利益

の増進に寄与することを目的として自主的に行うものであって、次の各号のいずれにも

該当しないものをいう。 

(１) 宗教の教義を広め、及び儀式行事を行い、並びに信者を教化し、及び育成するこ

とを目的とする活動 

(２) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動 

(３) 特定の公職（公職選挙法（昭和25年法律第100号）第３条に規定する公職をい

う。以下同じ。）の候補者（当該候補者になろうとする者を含む。）若しくは公職に

ある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動 

２ この条例において「市民活動団体」とは、市民活動を行うことを主たる目的とし、継

続的にその活動を行う団体をいう。 

３ この条例において「市民」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 

(１) 市の区域内に居住する者 

(２) 市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者 

(３) 市の区域内に存する学校に在学する者 

４ この条例において「事業者」とは、市の区域内において、営利を目的とする事業活動

を行う個人及び法人その他の団体をいう。 

（基本理念） 

第３条 市民、市民活動団体、事業者及び市は、相互に理解を深め、対等な立場で協働す

ることにより市民活動を推進するものとする。 

２ 市民活動の推進に当たっては、市民活動の自主性及び自立性が尊重されなければなら

ない。 

（市の責務） 

第４条 市は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、市民活

動の推進に関する施策を総合的に策定し、実施しなければならない。 
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２ 市は、市民活動の推進に関する施策の実施に当たっては、当該施策に市民、市民活動

団体及び事業者の意見が反映されるよう努めるものとする。 

３ 市は、市民活動が円滑に推進されるよう適切な措置を講ずるものとする。 

（市民の役割） 

第５条 市民は、基本理念にのっとり、市民活動に関する理解を深めるとともに、市民活

動に積極的に参加するよう努めるものとする。 

（市民活動団体の役割） 

第６条 市民活動団体は、基本理念にのっとり、市民活動を行うとともに、当該市民活動

団体に関する情報を積極的に提供し、広く市民に理解されるよう努めるものとする。 

（事業者の役割） 

第７条 事業者は、基本理念にのっとり、地域社会の一員として、市民活動に関する理解

を深め、自発的に市民活動の発展及び推進に協力し、これを支援するよう努めるものと

する。 

（情報の提供） 

第８条 市は、市民活動を推進するために必要な情報を積極的に提供しなければならない。 

（人材の育成） 

第９条 市は、市民活動を推進する人材を育成するため、研修の機会の提供その他の必要

な措置を講ずるものとする。 

（交流及び連携を推進するための措置） 

第10条 市は、市民、市民活動団体及び事業者の相互の交流及び連携を推進するために

必要な措置を講ずるものとする。 

（佐野市市民活動推進委員会） 

第11条 市民活動の推進を図るため、市長の附属機関として、佐野市市民活動推進委員

会（以下「委員会」という。）を置く。 

２ 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。 

(１) 市民活動の推進に関する施策を調査審議すること。 

(２) 前号に掲げるもののほか、市民活動の推進に関し必要な事項 

(３) 佐野市市民活動センター条例（平成19年佐野市条例第45号）第１条に規定する

佐野市市民活動センターの運営に関し評価を行うこと。 

(４) 前３号に掲げる事項に関し市長に意見を述べること。 

３ 委員会は、委員15人以内をもって組織する。 

４ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

(１) 市民活動に関し識見を有する者 

(２) 市民活動を実践している者 

(３) 公募に応じた者 

５ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とす

る。 

６ 委員は、再任されることができる。 

７ 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定め

る。 

（委任） 

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この条例は、平成20年４月１日から施行する。 
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４ 佐野市災害ボランティア活動推進条例  
（目的） 

第１条 この条例は、災害ボランティア活動の推進に関する基本理念を明らかにするとと

もに、市の責務、市民の理解等、事業者の協力その他の災害ボランティア活動の推進に

関する基本的な事項を定めることにより、市、災害ボランティア団体等、災害ボランテ

ィアセンター及び関係行政機関その他の関係機関の連携協力の下、災害ボランティア活

動を迅速かつ円滑に行い、災害の被災者への支援を推進し、もって安心して暮らすこと

ができる社会の実現に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

(１) 災害ボランティア活動 災害の被災者を支援するためのボランティア活動及び当

該ボランティア活動が迅速かつ円滑に行われるためのボランティア活動をいう。 

(２) 市民 次のいずれかに該当する者をいう。 

ア 市の区域内に居住する者 

イ 市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者 

ウ 市の区域内に存する学校に在学する者 

(３) 災害 暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、地震、噴火その他の異常

な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他のその及ぼす被害の程度においてこ

れらに類する大規模な事故により生ずる被害をいう。 

(４) 災害ボランティア団体等 災害ボランティア活動を行う団体又は個人をいう。 

(５) 災害ボランティアセンター 災害の発生時において、災害ボランティア活動を迅

速かつ円滑に行うため、社会福祉法（昭和26年法律第45号）第109条第１項に規定す

る市町村社会福祉協議会が運営する組織をいう。 

（基本理念） 

第３条 災害ボランティア活動の推進は、次に掲げる事項を基本理念として行われなけれ

ばならない。 

(１) 相互扶助と連帯の精神に基づいて行うこと。 

(２) 災害の被災者の意向並びに災害ボランティア団体等の自主性及び自律性が尊重さ

れること。 

(３) 災害の被災者の権利利益の保護並びに災害ボランティア活動を行う者の生命及び

身体の安全の確保について十分配慮すること。 

(４) 市、災害ボランティア団体等、災害ボランティアセンター及び関係行政機関その他

の関係機関の連携協力の下、行われること。 

（市の責務） 

第４条 市は、前条の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、災害ボランティ

ア活動を推進する責務を有する。 

２ 市は、市民が、災害ボランティア活動に関する理解と関心を深め、災害ボランティア

活動を積極的に行う意欲を高めるため、災害ボランティア活動に関する啓発及び知識の

普及その他の必要な措置を講ずるものとする。 

（市民の理解等） 

第５条 市民は、災害ボランティア活動に関する理解と関心を深めるよう努めるとともに、

基本理念にのっとり、それぞれその実情に応じて、災害ボランティア活動を積極的に行

うよう努めるものとする。 

（事業者の協力） 
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第６条 事業者は、その事業に従事する者が災害ボランティア活動を積極的に行うことが

できるようにするため、それぞれその実情に応じて、職場環境を整備するよう努めるも

のとする。 

（情報の収集及び提供） 

第７条 市長は、災害ボランティア活動が迅速かつ円滑に行われるため、災害ボランティ

ア団体等、災害ボランティアセンター及び関係行政機関その他の関係機関と緊密な連携

協力を図り、災害に関する情報の収集及び的確な情報の提供に努めるものとする。 

（環境の整備等） 

第８条 市長は、災害ボランティア活動が迅速かつ円滑に行われ、及び災害ボランティア

活動を行う意欲を有する者が迅速かつ容易に当該災害ボランティア活動を行うことがで

きるようにするため、平時から災害ボランティア活動に係る環境の整備及び災害ボラン

ティア団体等との連携の強化を図るものとする。 

（人材の育成） 

第９条 市長は、災害ボランティア団体等が、災害の被災者の意向を適切に把握し、迅速

かつ円滑に対応することができるようにするため、災害ボランティア活動に関する専門

的知識を有する人材の育成に努めるものとする。 

（市の区域外における災害ボランティア活動） 

第10条 市長は、市民が市の区域外の災害の被災地において災害ボランティア活動をする

ことができるよう支援に努めるものとする。 

附 則 

この条例は、令和３年７月１日から施行する。 
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５ 佐野市市民活動センター条例  
（設置） 

第１条 市民活動（佐野市市民活動推進条例（平成19年佐野市条例第44号）第２条第１

項に規定する市民活動をいう。以下同じ。）の推進を図り、もって活力ある地域社会の

形成に資するため、佐野市市民活動センター（以下「センター」という。）を設置す

る。 

（名称及び位置） 

第２条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 

  

名称 位置 

佐野市市民活動センター 佐野市大橋町3211番地５ 

（事業） 

第３条 センターは、次に掲げる事業を行う。 

(１) 市民活動に関する研修及び人材の育成に関すること。 

(２) 市民活動を行う者の相互連携及び交流の推進に関すること。 

(３) 市民活動に関する情報の収集及び提供並びに相談に関すること。 

(４) 市民活動のための施設の提供に関すること。 

(５) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置の目的を達成するために必要な事業 

（指定管理者による管理） 

第４条 市長は、センターの管理を地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第

３項に規定する指定管理者（以下「指定管理者」という。）に行わせるものとする。 

（指定管理者の業務） 

第５条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。 

(１) 第３条各号に掲げる事業の実施に関すること。 

(２) センターの施設及び附属設備（以下「施設等」という。）の利用の許可に関する

こと。 

(３) 施設等の維持管理に関すること。 

(４) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める業務 

（開館時間） 

第６条 センターの開館時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要が

あると認めるときは、市長の承認を受けて、これを変更することができる。 

(１) 日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日 

午前９時から午後６時まで 

(２) 火曜日から土曜日まで 午前９時から午後９時まで 

（休館日） 

第７条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があ

ると認めるときは、市長の承認を受けて、これを変更し、又は臨時に休館日を定めるこ

とができる。 

(１) 月曜日 

(２) 12月29日から翌年の１月３日までの日 

（利用者の範囲） 

第８条 センターを利用することができる者は、市民活動を行う個人及び法人その他の団

体とする。 
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（利用の許可） 

第９条 センターの次に掲げる施設及び附属設備を利用しようとする者は、あらかじめ指

定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更し、又は利用を取り

消そうとするときも、同様とする。 

(１) 研修室 

(２) 点訳室 

(３) 作業室 

(４) 録音室 

(５) 印刷室 

２ 指定管理者は、センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付

することができる。 

（利用の制限） 

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、施設等の利用

を許可しない。 

(１) センターの設置の目的に反するとき。 

(２) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。 

(３) センターの施設又は附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。 

(４) 前３号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があるとき。 

（施設等の変更禁止） 

第11条 第９条第１項の利用の許可を受けた者（以下「利用者」という。）は、施設等

に特別の設備を設置し、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ指定管理者

の許可を受けたときは、この限りでない。 

（目的外利用等の禁止） 

第12条 利用者は、許可を受けた目的以外に施設等を利用し、又は利用する権利を他人

に譲渡し、若しくは転貸してはならない。 

（物品販売等の禁止） 

第13条 センターにおいては、物品の販売、広告物の掲示及び配布、寄附の募集その他

これらに類する行為をしてはならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限り

でない。 

（利用許可の取消し等） 

第14条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合又はセンターの管

理上特に必要があるときは、当該許可に係る条件を変更し、若しくは利用を停止し、又

は当該許可を取り消すことができる。 

(１) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。 

(２) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。 

(３) 利用の許可の条件又は指定管理者の指示に従わないとき。 

２ 前項の規定による措置によって利用者に損害が生ずることがあっても、市及び指定管

理者は、その責めを負わない。 

（利用料金） 

第15条 センターの施設の利用に係る料金は、無料とする。 

２ センターの有料の附属設備は、ロッカーとする。 

３ ロッカーの利用者は、指定管理者に利用に係る料金（以下「利用料金」という。）を

前納しなければならない。 

４ 利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を受け

て、指定管理者が定めるものとする。 
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５ 利用料金は、指定管理者の収入とする。 

（利用料金の不還付） 

第16条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれか

に該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。 

(１) 利用者の責めに帰することができない理由によりロッカーを利用することができ

なくなったとき。 

(２) 許可を受けた利用開始日の前日までに利用の取消し又は変更を申し出たとき。 

(３) 前２号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。 

（入館の制限） 

第17条 指定管理者は、センターの入館者（以下「入館者」という。）が次の各号のい

ずれかに該当すると認める場合は、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。 

(１) センターの秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそ

れがあるとき。 

(２) センターの施設又は附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。 

(３) 指定管理者の指示に従わないとき。 

(４) 前３号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があるとき。 

（原状回復の義務） 

第18条 利用者は、施設等の利用が終わったとき、又は第14条第１項の規定により利用

を停止され、若しくは許可を取り消されたときは、速やかに当該施設等を原状に回復

し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。ただし、指定管理者の承認を受けた

ときは、この限りでない。 

（損害賠償の義務） 

第19条 利用者又は入館者は、故意又は過失によりセンターの施設又は附属設備を損傷

し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただ

し、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。 

（委任） 

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成20年４月１日から施行する。ただし、第15条第４項の規定は、公

布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日までにこの条例による改正前の佐野市総合ボランティアセ

ンター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の

佐野市市民活動センター条例の相当規定によりなされたものとみなす。 

 

別表（第15条関係） 

区分 金額 

ロッカー １個１月につき100円 

備考 

１ 利用期間が１月に満たないときは１月、利用期間に１月未満の端数があるときはその

端数を１月とする。 

２ 利用料金の額には、消費税額と地方消費税額との合計額に相当する額を含む。 
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６ 佐野市市民活動推進委員会規則  

（趣旨） 

第１条 この規則は、佐野市市民活動推進条例（平成19年佐野市条例第44号。以下「条例」

という。）第11条第７項の規定に基づき、佐野市市民活動推進委員会（以下「委員会」と

いう。）の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（委員長及び副委員長） 

第２条 委員会に委員長及び副委員長１人を置き、委員の互選によりこれらを定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

（会議） 

第３条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。 

２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決

するところによる。 

４ 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて、その意

見又は説明を聴くことができる。 

（会議の公開） 

第４条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、公開とする。ただし、委員長は、次の

各号のいずれかに該当する場合は、会議の一部又は全部を非公開とすることができる。 

(１) 会議の内容が佐野市情報公開条例（平成17年佐野市条例第８号）第６条第１号又

は第２号に係るものであるとき。 

(２) 会議を公開することにより当該会議の公正かつ適正な議事運営に著しい障害が生

ずることが明らかに予想されるとき。 

（庶務） 

第５条 委員会の庶務は、市民生活部市民生活課において処理する。 

（その他） 

第６条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員

会に諮って定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成20年４月１日から施行する。 

（会議の招集の特例） 

２ この規則の施行の日以後又は委員の任期満了後最初に開かれる会議は、第３条第１項

の規定にかかわらず、市長が招集する。 

（佐野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等の支給に関する規則の一部

改正） 

３ 佐野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等の支給に関する規則（平成

17年佐野市規則第49号）の一部を次のように改正する。 

（次のよう略） 
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７ 佐野市市民活動推進委員会委員名簿   

任期 令和６年５月１日～令和８年４月30日  （敬称略） 

 № 氏  名 所    属 備考 

市
民
活
動

識
見
者 

１ 君島  淳 佐野日本大学高等学校教諭  

２ 土崎 雄祐 一般社団法人とちぎ市民協働研究会  

市
民
活
動
実
践
者 

３ 大木 美智子 
メンタルヘルスボランティアグループ

「フレンド」 
 

４ 大和田 正勝 NPO法人 ソーラーシティ・ジャパン  

５ 奥  利文 公益社団法人佐野法人会  

６ 小野 和也 NPO法人 JumpOver  

７ 熊倉 百合子 ちょこっと 委員長 

８ 桜井  茂 
イオンリテール㈱イオンスタイル 

佐野新都市店 
 

９ 堤崎 正人 社会福祉法人佐野市社会福祉協議会 副委員長 

10 中山 芳寿 NPO法人子どものとなり佐野  

11 廣瀬 惠子 地域コーディネーター  

12 廣瀬 幹雄 佐野市ボランティア協会  

13 武藤 純子 佐野市町会長連合会  

公
募
者 

14 武政 康子 伝統文化こども花教室足利  
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８ 佐野市市民活動推進本部設置要綱  
（設置） 

第１条 市民活動（佐野市市民活動推進条例（平成19年佐野市条例第44号）第２条第１項

に規定する市民活動をいう。以下同じ。）に関する施策を総合的に推進するため、佐野市

市民活動推進本部（以下「本部」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。 

(１) 市民活動推進計画の策定及び推進に関すること。 

(２) 市民活動の推進に係る総合調整に関すること。 

(３) 前２号に掲げるもののほか、市民活動の推進に関し必要があると認める事務 

（組織） 

第３条 本部は、本部長、副本部長及び本部委員をもって組織する。 

２ 本部長は副市長を、副本部長は市民生活部長を、本部委員は別表第１に掲げる職員を

もって充てる。 

（本部長及び副本部長） 

第４条 本部長は、本部の事務を総理し、本部を代表する。 

２ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 本部の会議は、本部長が招集し、本部長が議長となる。 

２ 本部は、必要があると認めるときは、会議に構成員以外の者の出席を求めて、その意

見又は説明を聴くことができる。 

（幹事会） 

第６条 本部に、その定めるところにより、幹事会を置く。 

２ 幹事会は、次に掲げる事務をつかさどる。 

(１) 市民活動推進計画の原案を作成すること。 

(２) 前号に掲げるもののほか、市民活動推進に関し本部が指定する事務 

３ 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって組織する。 

４ 幹事長は市民生活部長を、副幹事長は市民生活課長を、幹事は別表第２に掲げる職員

をもって充てる。 

５ 幹事長は、幹事会の事務を掌理する。 

６ 副幹事長は、幹事長に事故があるときは、その職務を代理する。 

７ 前条の規定は、幹事会について準用する。この場合において、同条第１項中「本部長」

とあるのは、「幹事長」と読み替えるものとする。 

（庶務） 

第７条 本部の庶務は、市民生活部市民生活課において処理する。 

（その他） 

第８条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が本部に

諮って定める。 

附 則 

この訓令は、公布の日から施行する。 
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別表第１（第３条関係） 

総合政策部長 行政経営部長 こども福祉部長 健康医療部長 産業文化スポーツ部長 

都市建設部長 教育部長 

 

別表第２（第６条関係） 

政策調整課長 広報ブランド推進課長 財政課長 行政経営課長 危機管理課長 人事

課長 デジタル推進課長 社会福祉課長 いきいき高齢課長 産業政策課長 観光推進

課長 都市計画課長 生涯学習課長 
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